
令和８年４月 

在留資格「特定技能（リネンサプライ分野、工業製品製造業分野、造船・

舶用工業分野、自動車運送業分野、鉄道分野、林業分野、木材産業分

野、資源循環分野に限る。）」に係る在留申請オンラインシステムの 

入力方法について 

 

在留資格「特定技能」について新たに特定産業分野が追加等されたことに伴い、シス

テム改修を進めておりますが、当該作業が完了するまでの間は下記のとおり、入力項目

を読み替えて入力していただきますようお願いいたします。  

ご迷惑をおかけしますが、ご不明点は、最寄りの地方出入国在留管理官署までお尋 

ねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．合格した試験名 

○ 特定技能１号に係る申請の場合 

合格した試験名に関して、選択肢にないものについては以下のとおり読み替えてください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  技能検定を選択している場合はこちらに入力してください。 

【リネンサプライ分野、自動車運送業分野、鉄道分野、林業分野、木材産業分野、資源循環分野】 

⇒ いずれの試験区分に合格した場合も製造分野特定技能１号評価試験（機械金属加工）を選択してください。 

【工業製品製造業分野】 

機械金属加工、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、ＲＰＦ製造、 

陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織製品製造、縫製、電線・ケーブル製造、プレハブ住宅製品製造、家具製造、定形・不定形耐火物製造、

生コンクリート製造、ゴム製品製造、かばん製造、（旧試験）鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、 

仕上げ、機械検査、機械保全、電気機器組立て、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装 

 ⇒ 製造分野特定技能１号評価試験（機械金属加工）を選択してください。 

電気電子機器組立て、（旧試験）電子機器組立て、プリント配線板製造 

⇒ 製造分野特定技能１号評価試験（電気電子機器組立て）を選択してください。 

金属表面処理、（旧試験）めっき、アルミニウム陽極酸化処理 

⇒ 製造分野特定技能１号評価試験（金属表面処理）を選択してください。 

【造船・舶用工業分野】 

造船、（旧試験）溶接 

  ⇒ 造船・舶用工業分野特定技能１号試験（溶接）を選択してください。  

船舶機械、（旧試験）塗装、仕上げ、機械加工 

 ⇒ 造船・舶用工業分野特定技能１号試験（塗装）を選択してください。 

船舶電気電子機械、（旧試験）鉄工、電気機器組み立て 

⇒ 造船・舶用工業分野特定技能１号試験（鉄工）を選択してください。 

※後記のとおり、フリー欄にも入力してください。 



○ 特定技能２号に係る申請の場合 

合格した試験名に関して、以下のとおり読み替えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造分野特定技能２号評価試験（機械金属加工） 及びビジネス・キャリア検定３級 

 （生産管理プランニング又は生産管理オペレーション） 

⇒製造分野特定技能２号評価試験（機械金属加工） 

製造分野特定技能２号評価試験（電気電子機器組立て）及びビジネス・キャリア検定３ 級（生産管理

プランニング又は生産管理オペレーション） 

⇒製造分野特定技能２号評価試験（電気電子機器組立て） 

製造分野特定技能２号評価試験（金属表面処理）及びビジネス・キャリア検定３級（生 産管理プラン

ニング又は生産管理オペレーション） 

⇒製造分野特定技能２号評価試験（金属表面処理） 

【造船・舶用工業分野特定技能２号試験】 

造船、（旧試験）溶接 

 ⇒ 造船・舶用工業分野特定技能２号試験（溶接）を選択してください。  

船舶機械、（旧試験）塗装、仕上げ、機械加工 

⇒ 造船・舶用工業分野特定技能２号試験（塗装）を選択してください。 

船舶電気電子機械、（旧試験）鉄工、電気機器組み立て 

⇒ 造船・舶用工業分野特定技能２号試験（鉄工）を選択してください。 

技能検定を選択している場合はこちらに入力してください。 



２．フリー欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フリー欄に以下のとおり入力してください。 

 
※１ 合格した試験名について、以下のとおり入力してください。 
「○○分野特定技能○号評価試験＋（各区分）」 
例１）「特定技能１号」、「工業製品製造業分野」、「機械金属加工」の場合 
⇒製造分野特定技能１号評価試験（機械金属加工））  
例２）「特定技能２号」、「造船・舶用工業分野」「造船」の場合 
⇒造船・舶用工業分野特定技能２号評価試験（造船） 
 

※「特定技能２号」の「工業製品製造業分野」の方は、フリー欄への入力は不要です。 

 


